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【はじめに】 

 

  当会では、2011年３月 11日に発生した東日本大震災により被災した地域の

中小規模事業者や個人の皆様に対する円滑な資金供給を担う重要な金融機関

である相双五城信用組合に対し、2012年１月に資本増強支援を行うにあたり、

財源面の支援として金融機能の強化のための特別措置に関する法律（以下、

「金融機能強化法」という。）附則における特定震災特例を活用いたしました。 

これにより、相双五城信用組合では、営業区域の相馬市や南相馬市をはじめ、

震災後に営業区域となったいわき市や宮城県亘理町などの被災地域等におい

て十分な金融仲介機能を発揮することができました。 

こうしたなか、相双五城信用組合の営業地区におきましては、東日本大震災

から 10 年が経過し、復旧・復興に向けた公共工事及び住宅投資は一段落して

おり、県内景気も着実な持ち直しが感じられたものの、東日本大震災の原発事

故に伴う放射能汚染による風評被害はなお継続しているほか、近年の自然災害

による被災、さらには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が、広域

かつ多業種に及んでおり、地域経済は今もってなお厳しい状況が続いておりま

す。 

このため、相双五城信用組合に対しましては、引き続き、地域の皆様に対

する円滑な資金供給を通じ、被災者支援・地域復興、地域経済の活性化に貢

献することが求められております。 

 当会といたしましては、信用組合業界の系統中央機関として特定震災特例

経営強化指導計画に基づく強力な指導を含め、相双五城信用組合に対する全

面的かつ万全な支援を行ってまいります。 
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１．前経営強化指導計画の総括 

当会では、2016 年４月から 2021 年３月までの５ヵ年において、前特定震

災特例経営強化指導計画に基づき、相双五城信用組合の前特定震災特例経営

強化計画達成に向けた取り組みへの指導を行ってまいりました。 

この間、相双五城信用組合では、被災された地域の中小規模事業者や個人

の皆様に対する安定的かつ円滑な資金供給を実現し、十分な金融仲介機能を

発揮いたしましたほか、2013年３月期より９期連続で当期純利益を計上する

等、財務基盤の充実も図られております。 

当会といたしましては、引き続き、相双五城信用組合に対し、詳細なヒア

リング及び充実したサポート等を通じ、相双五城信用組合の特定震災特例経

営強化計画の進捗管理に努めていくとともに、実効性ある施策実施に繋げて

いくための指導・助言に取り組んでまいります。 

 

２．経営強化指導計画の実施時期 

  相双五城信用組合が金融機能強化法附則第 11 条第４項の規定により適用

される同法第 33 条第１項の規定に基づき策定する特定震災特例経営強化計

画（以下「経営強化計画」という）の実施期間は、2021 年４月より 2026 年

３月までであることから、当会は、同法附則第 11条第４項の規定により適用

される同法第 33条第２項の規定に基づき、2021年４月より 2026年３月まで

の特定震災特例経営強化指導計画（以下「経営強化指導計画」という）を策

定し、相双五城信用組合の経営強化計画の円滑な実施のサポートに努めてま

いります。 

  なお、今後、経営強化指導計画に記載された事項につきまして重要な変化

が生じた場合、または生じることが予想される場合には、遅滞なく金融庁に

報告いたします。 

 

３．経営指導方針 

  当会は、金融機能強化法を活用するにあたり、定期的なモニタリング、ヒ

アリング及び全国信用組合監査機構（以下「監査機構」という。）の監査など

による管理・指導及び助言等、経営強化指導計画に掲げた施策を円滑かつ確

実に実施することにより、相双五城信用組合の経営強化計画の着実な履行を

サポートするとともに、中小規模事業者への信用供与の円滑化や地域経済の

活性化に向けての取り組みについて、適時・適切に指導してまいります。 
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４．経営指導の内容 

（１）経営指導契約の内容 

  ① 契約期間 

当会では、相双五城信用組合との間で、金融機能強化法附則第11条第

１項第２号の規定に基づき、経営指導契約を締結しております。 

当該契約の締結日は、2012年１月18日（同法第26条の規定に基づき、

当会が買取りを求める信託受益権に係る優先出資のうち、相双五城信用

組合が発行するものの払込期日）とし、期日は同法附則第16条第３項の

規定に基づく経営が改善した旨の認定または同法附則第17条第２項の規

定に基づく事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定のいずれかを

申請する日までとしております。 

 

② 指導及び助言 

当会では、経営指導契約に基づき、相双五城信用組合に対し、被災債

権の管理及び回収に関する指導その他業務の改善のために、定期的なヒ

アリングなどを通じて必要な指導・助言を行ってまいります。 

また、施策の進捗状況等に関し確認された課題・問題点の改善状況に

ついては、以後のヒアリング等においてフォローアップを行ってまいり
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城
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信 
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管理 

・ 

指導 

被災債権の管理及び 
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各種サポート 

経営強化指導計画 

に基づく管理・指導 

経営強化計画 

に基づく取り組み 

経営指導契約 

地域経済の活性化に 

資する方策 
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ます。 

 

③ 報告書等の提出 

当会では、経営指導契約に基づき、相双五城信用組合に対し、その業

務及び財産の状況に関する以下のような報告を適時・適切に求めてまい

ります。 

◇ 経営強化計画の履行状況報告（半期毎） 

◇ 被災債権の管理及び回収に関する報告等（半期毎） 

◇ 各期末における財務諸表等（半期毎） 

◇ その他業務及び財産の状況に係る報告（随時） 

 

④ モニタリング及び監査 

当会では、経営指導契約に基づき、相双五城信用組合に対し、経営強

化計画の進捗状況等に係る定期または随時のモニタリング、監査機構に

よる監査を実施し、必要な指導・助言を行うこととしております。 

 

（２）損害担保契約の内容 

金融機能強化法附則第 19条第１項において、事業再構築に伴う資本整理

を可とする旨の認定を受けた特別対象協同組織金融機関等は、預金保険機

構に対し、被災債権の譲渡その他の処分について締結した損害担保契約に

より生じる損失の一部を補填するための契約の締結を申し込むことができ

るとされておりますが、相双五城信用組合は、現時点で被災債権の譲渡そ

の他の処分について、損害担保契約を締結することは想定しておりません。 

また、将来において、損害担保契約が必要とされる場合には、相双五城

信用組合とも慎重に協議し、対応を図ってまいります。 

 

（３）被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復

興に資する方策への指導 

被災者支援および東日本大震災からの復興に向けた地域経済の復興・活

性化に向け、各施策の実施状況および実績、コロナ禍への対応状況の把握

に努めるとともに、引き続き、ビジネスマッチング展の開催やクラウドフ

ァンディングを通した取引先支援に係るサポートを実施し、更なる地域経

済の復興・活性化が図られるよう指導・助言を行ってまいります。 

 

（４）被災債権の管理及び回収に関する指導 

   被災債権の管理及び回収については、定期的な実績報告を受け、定量的

な状況把握に努めるとともに、被災者の個別事情に応じた適時・適切な対

応が図られるよう、ヒアリング等を通じ、取組状況の確認と継続的な指導・
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助言を行ってまいります。 

  ① 被災債権の状況の把握 

当会では、被災債権の管理及び回収について、半期毎に実績報告を受

け、被災債権の顕在化の状況や債権額の推移など、定量的な状況把握を

行ってまいります。 

  ② 被災信用供与先への対応等に関する方策への指導 

    相双五城信用組合では、被災者に対し弁済条件の猶予等条件変更の取

り組みを行うとともに、債権管理に係る専門チームによる債権正常化に

向けた取り組みを行っております。 

    当会では、ヒアリング等を通じて、条件変更等による取扱いの実施状

況の把握を行うとともに、被災者の状況に応じて適時・適切な対応が図

られているかの確認を行い、継続的な指導・助言を行ってまいります。 

 

５．経営指導体制の強化  

当会では、公的資金を活用した資本支援先の事後管理対応の充実化を図る

ため、管理・指導の専担部署を設置し、経営指導・支援体制の強化に取り組

んでおります。 

専担部署では、相双五城信用組合の各取り組みについて多方面からの検証

を適切に実施するため、全国信用組合監査機構、本部各部及び相双五城信用

組合の管轄営業部店と連携し、当組合に対するサポートに取り組み、モニタ

リングやきめ細かな指導・助言を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

指導 

・ 

助言 

 

相
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五
城
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用
組
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全国信用組合 

監査機構 

各専門部署 

からのアドバイス 

本部各部 
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６．経営指導のための施策 

（１）経営強化計画の進捗管理 

当会は、相双五城信用組合の経営強化計画について、定期的な報告等を

通じて、計画の進捗状況の管理を行うとともに経営状況の把握に努め、計

画の円滑な実施に必要な指導・助言を行ってまいります。 
 

① 経営強化計画の履行状況報告 

相双五城信用組合が金融機能強化法第 31条第１項に基づき、３月末、

９月末を基準日として作成する経営強化計画の履行状況報告の提出を受

け、進捗状況の分析、問題点の把握を行い改善策の検討等を行ってまい

ります。 
 

② 経営強化指導計画の履行状況報告 

当会は、金融機能強化法第 31条第１項に基づき、３月末、９月末を基

準日として、経営強化指導計画の履行状況を金融庁へ報告いたします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）モニタリング、ヒアリング 

① オフサイト・モニタリング 

当会は、相双五城信用組合から定期的（月次、半期）に経営状況やリ

スク管理状況に関する各種データの提出を受け、状況把握に努めるとと

もに、当会の各部署や関係機関との連携を図りながら、指導・助言を行

ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

相
双
五
城
信
用
組
合 

全 

信 

組 

連 

金 
 

融 
 

庁 

 
①経営強化計画 
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a．月次モニタリング（有価証券リスク分析) 

月次で保有有価証券の種類別・保有区分別にポートフォリオを把握

し、リスクの状況等について検証するとともに、必要に応じて指導・

助言を行ってまいります。 

 

b．半期モニタリング（与信リスク管理） 

半期毎に大口先や業種別の与信状況を把握し、金額の推移、保全や

ポートフォリオの状況等について検証するほか、有価証券の評価損益

及び感応度（リスク）を把握のうえ、自己資本（健全性）に与える影

響等について検証し、必要に応じて指導・助言を行ってまいります。 

 

c．経営分析資料の提供 

年度末決算状況の分析にあたり、信用組合業界における預金量規模

別や業態別の比較、問題点を取り纏めた資料を提供するとともに、収

益シミュレーション資料の作成、還元を行い、問題認識の共有を図り、

必要に応じて指導・助言を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

② 協議、ヒアリング 

定量的な経営状況把握（オフサイト・モニタリング）では掴みきれな

い経営上の課題・問題点等を定期的・階層別のヒアリング等の実施によ

り把握し、適切な指導・助言を行うことにより計画の達成に向けた各種

取り組みをサポートしてまいります。 

 

 

 

 

分析資料 

相
双
五
城
信
用
組
合 

全 

信 

組 

連 

 
各種経営資料 
（データ） 

 

指導・助言 

分 

析 

〔分析の内容〕 

 経営基盤分析、資産内容分析、収益性分析、自己資本分析 
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ａ．トップとの協議 

理事長をはじめとした当会の経営陣による当信用組合の経営陣との

個別面談・協議を通じ、経営強化計画の検証や、基本方針に係る指導・

助言を適宜実施してまいります。 

 

 

 

 

ｂ．定期ヒアリング 

定期的または随時、当会役員・指導専担部署または、管轄営業部店

によるヒアリングを行い、経営強化計画の推進体制、進捗状況及び経

営状況に関するヒアリングを実施し、現状の把握、問題点の共有化を

行ってまいります。 

また、課題・問題点の改善状況については、以後のヒアリング等に

おいてフォローアップを行ってまいります。 

 

 

 

 

ｃ．所管部署別ヒアリング 

定期ヒアリング時に経営強化計画の主要施策（改善効果・目標の大

きい施策）を担う所管部署別にヒアリングを行い、よりきめ細かな施

策の履行・実効性確保の検証強化を図るとともに、対象範囲が絞られ

たヒアリングの実施により、一層の深度ある検証・指導体制を強化し

てまいります。 

     

ヒアリング等の体系図 

 強化計画の基本方針 
（相双五城信組：理事長等） 

強化計画全般 
（役員等） 

強化計画の重要施策 
（営業本部・融資部等） 

強化計画の実行・進捗管理 
（本部・営業店） 

⇒トップとの協議 

 
 
 
⇒定期ヒアリング 
 
 
 
⇒所管部署別ヒアリング 

 
 

⇒監査機構監査のフォロー 
アップヒアリング 

 

〔ヒアリング対象者〕 役員、部長 

〔協議対象者〕 理事長（役員） 
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ｄ．監査機構監査のフォローアップヒアリング 

監査機構監査の検証結果に係る対応状況について、ヒアリングを行

い、継続的な状況把握と課題未解消先に対する指導・助言の強化を行

うことで、各種リスクの抑制に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

（３）監査機構による検証・助言 

当会は、相双五城信用組合に対し、経営状況を踏まえ、原則として毎年、

監査機構による監査を実施いたします。 

当監査では、被災債権の状況把握を含む資産状況の確認や市場リスク等

の検証を通じて、経営改善に向けた助言を行ってまいります。 

 

（４）経営強化計画の実施に必要な措置 

 当会は、相双五城信用組合の経営状況や課題・問題点を把握したうえで、

経営強化計画の実施に必要と判断される措置を実施いたします。 

 ① 融資推進、債権管理に係る情報提供 

   相双五城信用組合の各種施策の実施をサポートする観点から、他の信 

用組合における融資推進や債権管理に係る取組事例を相双五城信用組合

に情報提供してまいります。 

 

② 事業再生支援へのサポート 

ヒアリング等を通じ、復興・復旧に向けた資金需要の掘り起こしに係

る取組状況の把握を行うとともに、相双五城信用組合からの相談に応じ、

お取引先の販路開拓等に資するよう、他の信用組合の取組事例等の提供

のほか、他の信用組合とのお取引先に係る情報交流の仲介等を検討する

など、事業再生に向けた取り組みを適切にサポートしてまいります。 

 

③ 資金運用サポートの実施 

  相双五城信用組合の資金運用をサポートするため、運用方針・計画策

定のほか、個別銘柄の購入・売却等にあたり随時相談に応じてまいりま

す。 

    また、必要に応じて ALMに係るデータ整備や運営に関する指導・助言

のほか、資金運用に係るトレーニーの受入等を実施し、リスク管理体制

および人材育成の強化をサポートしてまいります。 

〔ヒアリング対象者〕 業務部、融資部 

〔ヒアリング対象者〕 総合企画部、融資部 
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７．協定銀行が保有する信託受益権等の額及びその内容  

（１）信託受益権の額及び内容 
 項 目 内 容 

１ 信託 相双五城信用組合優先出資証券信託受益権 

２ 受益権形態 有価証券等の包括信託契約に基づく受益権 

３ 設定時信託財産 相双五城信用組合優先出資証券 160億円 

４ 信託設定時元本 139億円 

５ 配当の方法 確定配当（非累積） 

６ 配当率 

預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配
当年率としての資金調達コスト 
ただし、日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）または８％の
うちいずれか低い方を上限とする。 

７ 信託設定日 2012年１月 18日 

８ 受益権譲渡日 2012年１月 18日 

９ 信託予定期間 14年（延長可能） 

10 期限前弁済 

信託有価証券が償還された際は、償還された証券の別

に関わらず信託財産の元本残高割合に応じ、按分で元

本弁済される 

11 議決権行使 

信託財産が保有する優先出資証券の総議決権数のう

ち、総受益権元本に対する残存信託受益権元本の割合

に応じた数とする 

12 譲渡 可 

13 委託者 全国信用協同組合連合会 

14 受託者 あおぞら銀行 

15 受益者 整理回収機構 

16 信託報酬 委託者負担 

 

（２）算定根拠 

相双五城信用組合が十分な自己資本を確保し、震災からの復興需要に十

分応えうる強固な財務基盤の構築を図るため、当会が 160億円の優先出資

を引受け、信託受益権化したうえで、財源面の支援を受けるために 139億

円の信託受益権の買取りを受けたものです。 

 

買取額の算定にあたっては、「金融機能の強化のための特別措置に関する

法律に関する留意事項について（金融機能強化法ガイドライン）」に基づき、

信託受益権の額のうち 50億円以下の金額に 10分の８を乗じて計算した金

額と当該額のうち 50億円を超える金額に 10分の９を乗じて計算した金額

との合計額を目安としております。 
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８．当会が保有する信託受益権の額及びその内容  

（１）信託受益権の額及び内容 
 項 目 内 容 

１ 信託 相双五城信用組合優先出資証券信託受益権 

２ 受益権形態 有価証券等の包括信託契約に基づく受益権 

３ 設定時信託財産 相双五城信用組合優先出資証券 160億円 

４ 信託設定時元本 21億円 

５ 配当の方法 確定配当（非累積） 

６ 配当率 

預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配
当年率としての資金調達コスト 
ただし、日本円ＴＩＢＯＲ（12 ヶ月物）または８％の

うちいずれか低い方を上限とする。 

７ 信託設定日 2012年１月 18日 

８ 受益権譲渡日 2012年１月 18日 

９ 信託予定期間 14年（延長可能） 

10 期限前弁済 

信託有価証券が償還された際は、償還された証券の別に

関わらず信託財産の元本残高割合に応じ、按分で元本弁

済される 

11 議決権行使 

信託財産が保有する優先出資証券の総議決権数のうち、

総受益権元本に対する残存信託受益権元本の割合に応

じた数とする 

12 譲渡 不可 

13 委託者 全国信用協同組合連合会 

14 受託者 あおぞら銀行 

15 受益者 全国信用協同組合連合会 

16 信託報酬 委託者負担 

 

（２）算定根拠 

相双五城信用組合が十分な自己資本を確保し、震災からの復興需要に十

分応えうる強固な財務基盤の構築を図るため、当会が 160億円の優先出資

を引受け、信託受益権化したうえで、財源面の支援を受けるために 139億

円の信託受益権の買取りを受け、21億円の信託受益権を当会が保有するも

のです。 

 

保有額の算定にあたっては、「金融機能の強化のための特別措置に関する

法律に関する留意事項について（金融機能強化法ガイドライン）」に基づき、

信託受益権の額のうち 50億円以下の金額に 10分の２を乗じて計算した金

額と当該額のうち 50億円を超える金額に 10分の１を乗じて計算した金額

との合計額を目安としております。 
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以 上 

金融機能強化法を活用したスキーム（信託方式） 

 

相双五城信用組合 

全国信用協同 

組合連合会 

（全信組連） 
信託 

受益権Ｂ
21 億円 

 

信託 
受益権Ａ
139 億円 

 

信託銀行 

優先出資の引受け 

資本支援 

国 

160 億円 

優先出資の信託 


